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梅雨明けが待たれる毎日ですが、いかがお過ごしでしょうか。沖縄では、５月の

感染者０がつづいており、このまま終息につながることを願うばかりです。

さて、本日より部活動を段階的に再開するとともに、特別教室等における教育活

動を再開いたします。

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課令和２年５月２１日発令の「新型

コロナウイルス感染症に対応した教育活動の実施について」を参考に、下記のとお

り感染症対策に万全を期したうえで実施いたします。

今後、状況に変化があった場合は、対応の変更等、改めてお知らせいたします。

引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。

記

１ 授業等に関すること

（１）３つの条件（換気の悪い密閉空間、多くの人が密集、近距離での会話や発生）

が同時に重なる場は避ける。

（２）特別教室での授業について

・音 楽 室・・・合唱は、当分の間行わない

・美 術 室・・・実技実習を開始する （教材・教具の消毒）

・家庭科室・・・調理実習は、当分の間行わない（教材・教具の消毒）

・体 育 館・・・広く天井の高い部屋でも密度が高い状態では換気を行う

・技 術 室・・・実技実習を開始する（教材・教具の消毒）

・理 科 室・・・実験・観察を開始する（情報機器などの消毒）

・コンピュータ室・・・実技実習を開始する（教材・教具の消毒）

（３）図書館の活用について・・・・・授業での活用を開始する

２ 保健管理に関すること

（１）手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策は継続して指導する。

（２）毎朝の検温や風邪症状などの確認をする。（家庭との連携）

（３）発熱等風邪症状がみられる場合には、保護者に連絡して自宅で休養させる。

（４）学校教育活動においては、通常マスクを着用する。特に近距離での会話や発

声等が必要な場面では、飛沫を飛ばさないようマスクの着用を徹底する。

（５）運動場面でのマスクの着用は、希望者のみとする。

（６）トイレなど、特に多くの生徒等が手を触れる箇所（ドアノブ、手すり、スイ

ッチなど）は、1 日 1 回以上消毒液を使用し消毒する。
（７）感染防止の観点から冷水機の使用を停止し、水筒を持参する。


